
船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第１２号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年８月１８日 １９時００分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市鷹島干上
ひ あ が

り鼻東方沖の干上り礁（日比
ひ び

水道） 

 佐賀県唐津市所在の高
たか

串
くし

港北堤防波堤灯台から真方位２９０° 

２,８２０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２５.８′ 東経１２９°４７.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年３月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁業監視船 鷹
たか

、１０トン 

 ＮＳ２－２３３０８（漁船登録番号）、新松浦漁業協同組合 

 第２９０－５６６７３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 両舷のプロペラ、プロペラ軸、シャフトブラケット及び舵に曲損、船

底外板に破口 

 事故等の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、船首約０.２ｍ、船尾約１.５ｍ

の喫水により、鷹島東方の日比水道を約１２ノットの対地速力で南東

進中、平成２５年８月１８日１９時００分ごろ鷹島干上り鼻東方沖の

干上り礁に乗り揚げた。 

 本船は、右舷推進器が使用できなくなったので、左舷推進器だけを

使用して自力で鷹島の日比船だまりに入り、損傷状況を確認した後、

造船所にえい
．．

航されて修理された。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 高潮期 

日没時刻：１９時０４分ごろ 

 その他の事項 

 

 船長は、本事故発生場所付近を航行した経験が過去に約１０回あっ

たが、いずれも低潮期であり、高潮期に航行することは初めてであっ

た。 

 船長は、本事故発生場所付近を過去に航行したとき、海面上に出て

いた干上リ礁を右舷側に離す針路で航行していた。 

 船長は、本事故当時、針路設定の目安としていた干上リ礁が海面下

になっており、視認できなかったので、干上リ礁に向いた針路で航行

していることに気付かなかった。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、日比水道を南東進中、船長が、針路設定の目安としていた

干上リ礁が海面下になっており、視認できなかったことから、干上リ

礁に向いた針路で航行していることに気付かず、同礁に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、日比水道を南東進中、船長が、針路設定の目安

としていた干上リ礁が海面下になっており、視認できなかったため、

干上リ礁に向いた針路で航行していることに気付かず、同礁に乗り揚

げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・針路設定に当たっては、潮汐によって海面下となる可能性がある

干出岩等の岩礁だけを目安とするのではなく、陸岸の物標や航路

標識等を利用すること。 

 


